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2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日） 安全衛生管理活動計画表（上期） 

（ナカウングループ自主安全委員会） 
ナカウン（岡山・水島・総社・高梁・津山・広島営業所） 

 期間目標 月 間 教 育 訓 練 計 画 会議・教育訓練 種別 対 象 者 行 事 

4月 
専
門
知
識
向
上
と
プ
ロ
と
し
て
の
心
構
え 

・オアシス運動の展開 

・思いやり運転の励行 

・健康診断の完全実施 

・輸送業務に対する運転者教育 

・事業用自動車を運転する場合の心構え 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④バス乗務員会議（2回） 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④バス乗務対象者 

・ゴールデンウィーク交通安全 

 

5月 

・作業，運転のマナーアップ 

・行楽期に於ける防衛運転の励行 

・輸送業務に対する運転者教育 

・事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保 

 するために遵守すべき基本的事項 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 

・ゴールデンウィーク交通安全 

  

・春の全国交通安全県民運動 

  

6月 

・過積載の厳禁と荷の固縛に関する知識と技術の向上 

・ナカウン「11Ｓ」の厳守 

・輸送業務に対する運転者教育 

・事業用自動車の構造上の特性 

・乗務員対象のリスクアセスメント会議の実施 

・期間目標の振り返りと事故発生件数削減率の集計 

 （次期間に向けた取組み計画） 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④リスクアセスメント会議 
⑤バス乗務研修会 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④全乗務員 
⑤新任乗務員 

・全国安全週間準備期間 

 

7月 

夏
季
対
策
と
安
全
意
識
の
向
上 

・積載の点検と保全 

・運転，作業に於ける基本事項の再確認 

・熱中症対策 

・輸送業務に対する運転者教育 

・乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 

・貨物の正しい積載方法 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④バス乗務研修会 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④新任乗務員 

・全国安全週間 

 

8月 

・基本の厳守  ・5・5・5運動の展開 

・輸送業務に対する運転者教育 

・旅客が乗降する時の安全を確保するために留意すべき事項 

・過積載の危険性 

・防災週間に備えた車両火災訓練 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④教育訓練 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④各部門全乗務員 

・防災週間 

 

9月 

・ヒヤリハットを生かした安全作業，安全運転の励行 

・過労運転の防止 

・輸送業務に対する運転者教育 

・主として運行する路線もしくは経路または営業区域における 

道路および交通の状況 

・危険物を運搬する場合に留意すべき事項 

・乗務員対象のリスクアセスメント会議の実施 

・期間目標の振り返りと事故発生件数削減率の集計 

 （次期間に向けた取組み計画） 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④リスクアセスメント会議 
⑤バス乗務員会議（2回） 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④全乗務員 
⑤バス乗務対象者 

・防災週間 

 

・全国労働衛生週間準備月間 
 

・秋の交通安全県民運動 
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2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日） 安全衛生管理活動計画表（下期） 

（ナカウングループ自主安全委員会） 
ナカウン（岡山・水島・総社・高梁・津山・広島営業所） 

 期間目標 月 間 教 育 訓 練 計 画 教 育 種 別 対 象 者 行 事 

10月 

基
本
動
作
（操
作
）に
よ
る
労
働
災
害
の
撲
滅 

・基本厳守で災害防止 

・交通法令の遵守 

・輸送業務に対する運転者教育 

・適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通状況 

・危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 

・全国労働衛生週間 

 

11月 

・不安全行動の排除 

・行楽シーズンに於ける防衛運転の励行 

・輸送業務に対する運転者教育 

・危険予測および回避 

・非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 

・秋の全国火災予防週間 

 

12月 

・年末年始の事故防止  ・冬場に於ける健康管理 

・輸送業務に対する運転者教育 

・運転者の運転適性に応じた安全運転 

・乗務員対象のリスクアセスメント会議の実施 

・期間目標の振り返りと事故発生件数削減率の集計 

 （次期間に向けた取組み計画） 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④リスクアセスメント会議 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④全乗務員 

・年末年始の交通事故防止運動 

 

・年末年始無災害運動 

 

1月 

冬
季
対
策
と
基
本
作
業
（運
転
） 

・凍結，雪，霜対策 

・年始の事故防止 

・冬場の体調管理 

・輸送業務に対する運転者教育 

・交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因及びこれ 

らへの対処方法 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④年始安全大会 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④全従業員 

・年末年始の交通事故防止運動 

 

・年末年始無災害運動 

 

2月 

・作業開始前の下見と打合せ 

・道路状況に応じた運転の励行 

・端正な身だしなみ 

・輸送業務に対する運転者教育 

・健康管理の重要性 

・異常気象時における対処方法 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 

・生活習慣病予防週間 

 

3月 

・オアシス運動の展開 

・年度末に於ける整理，整頓，清掃の実施 

・輸送業務に対する運転者教育 

・安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切 

な運転方法 

・ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じ 

た安全運転並びにヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 

・救急救命に関する教育訓練 

・乗務員対象のリスクアセスメント会議の実施 

・期間目標の振り返りと事故発生件数削減率の集計 

 （次期間に向けた取組み計画） 

①安全衛生会議（各班月1回） 
②班長会議（第二火曜日） 
③部門長会議（第二火曜日） 
④リスクアセスメント会議 
⑤教育訓練 

①各部門全乗務員 
②各班の班長 
③各部門の部門長 
④全乗務員 
⑤全乗務員 

・春の全国火災予防運動 

 

・年度末労働災害防止月間 
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 2023年度 輸送の安全に対する実施計画 

Ⅰ．乗務員に対する安全に関する教育訓練等 安全衛生管理活動計画表 参照 

Ⅱ．デジタルタコグラフ・ドライブレコーダーの活用による、事故 

防止検討会の実施、並びに労働災害防止対策の実施計画 

●デジタルタコグラフによる速度超過の教育実施、およびドライブレコーダーの記録を利用した事故 

防止検討会の実施。 

●リスクアセスメント会議の実施により、危険因子の削減に取り組む。 

及び、労働災害による負傷者ゼロを目指す。 

Ⅲ．乗務員からの意見・ヒヤリハット情報に関する取組み計画 意見箱の設置及び毎月の安全衛生会議に於いてヒヤリハット事例の検討会を実施計画とする。 


